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「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態 

及びかぶり測定要領（解説）」について 

 

 

「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」

の改定については、別途技術調査課長名をもって通知したところであるが、

「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領

（解説）」を別添のとおり改定したので、送付する。 

なお、「『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測

定要領（案）（解説）』について」（平成 21 年 4 月 17 日付け事務連絡）は廃止

する。 

 

 

事 務 連 絡

平成 24 年 3 月 30 日


